


1 ヒ トの 「国際化」 と労働 委員会

 日本は現在，何から何まで 「国際化」の時代である.そ の国際化

の波が ヒトの 「国際摩擦」とい う形で労働委員会にも及んできてい

る.い ま， ある地方労働委員会(以 下， 「甲地労委」 とい う.)が

「摩擦」 解消のために調整または判断を求められた事件の中か ら比

較的最近のものを拾ってみると，A社 事件， B労 働組合事件，およ

び，外国人語学教師の労働条件をめぐって紛争が生じたC外 国語学

校事件とD外 国語学校事件などがある.本 稿はC外 国語学校および

D外 国語学校事件を眺め，問題点を摘出 ・検討 して調整上の留意点

を探 ることを主な目的とす るが，A社 事件 とB労 組事件に関 して も

問題点だけを簡単に述ぺておく.

 A社 事件は，終戦後間 もな く日本へ進出してきた企業の撤収によ

って引き起こされた不当労働行為事件である.申 立人はA社 の労働

組合で，その構成員は日本人であるか ら外国人労働者に係る問題で

ないが，一種の国際的事件である.こ の事件で問題となった重要な

点を2つ だけあげれば，ひとつは被申立人のひとりであるアメリカ

で設立され，ニューヨークに本社を置く法人に対して甲地労委は管

轄権をもつかとい うことである.も うひとつは，仮 りに管轄権があ

るとしたら，アメリカのその法人に 「使用者性」が認められるか，

とい うことである.

 眼をB労 組事件に転ずると，この事件は，日本の，ある電機会社

が50バ ーセント出資 して韓国に設立した合弁会社が解散 したこと

から生 じた事件である.A社 事件を 「入ってきた労使関係」 とい う

なら， これは 「出て行った労使関係」(こ のようなよび方があると
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い うことである.)の なかで生じた事件である.B労 組の代表が来

日し，出資した会社(い わば親会社)に 団体交渉を求めたものであ

るが，その折に甲地労委v'対 して団交促進のあっせんを申請 したら

受 付けるかどうかを打診 したとい うものである.一実際にはあっせん

申請Yr至 らなかったようであるが，申請があったとしたら問題 とな

るのは， とりあえず次の2つ ，すなわち第1に 甲地労委に管轄権が

あるのか， 第2に 被申請人となる 日本の親会社は 「労働関係の当

事：者」 ないしr労 働争議の当事者」(労 働関係調整法2条 ～4条 ，

12条1項 ，16条 など参照)と いえるのか， ということだと思われ

る.

 次”r1`本題のC外 国L7q学校事件およびD外 国語学校事件とい うのは・

日本法人が日本で経営する学榛 とそこ：で働 く外国人語学教師との間

に生じたいさかいに関する.こ の2つ の事件はA社 事件およびB労

組事件と違い，甲地労委に管轄権があること，および学校(正 確に

は学校を経営す る法人)YT「 使用者性」が認められることについて

ははっきりしている.問 題 となったのは労働条件の変更をめ ぐるい

さかいで，文化め違いがそのいさかいのもとになったと思われ る節

がある.前 述 したが，本稿はYVの2つ の事件を紹介し，問題点を摘

出 ・検討して紛争調整上の留意点を探ることを主な目的としている.

II外 国語学校 と外 国人語学教師 のい さかい

 (1) C外 国語学校事件 ～

、(イ〉 事件の概要 ，C外国語学校事件はガフルタイムであるが雇

用期間1年 の外国人語学教師に対 して，(学 校を経営する)会社が次

期の契約内容の改訂を通知 したことに端を発する.数 名の外人教師
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一 カナダ人 とアメリカ人一は，会社のいうとお りに契約を更新する

と労働条件は引き下げ られるとみて労働組合を結成 し，会社に団体

交渉を求めた.と ころが組合によると会社に誠実な態度がみ られな

い.そ こで甲地労委にあっせん申請をした.し か しあっせんはまと

まらず，不当労働行為の申立てとなった.

 外国人教師が労働条件の不利益変更だとい うわけはいくつかある

が，ここでは次の2つ だけを挙げてお く.そ の第1は 「1時間3，300

円の時給を勤続年数に応 じて100円 かち200円 引下げる」 ということ

である(毎 日新聞平成元年10月13日 参照).第 ：.2は人事考課制度の導

入で，その評価いかんで 「異動解雇の対象」となるとい うことであ

る，人事考課で問題 となったひとつは項目で，そのなかに``Dress

Code， Professional Conduct”(r服 装規律 ・専 門的行動」)と

“：Loyalty”(「忠誠心」)が 含まれていたことである
.

 団体交渉は3回 行なわれたが妥結に至らず，4回 目Y'会社は 「新

契約に応 じなければ雇用契約を終了させる」旨を組合に通知 し，交

渉を打ち切った.そ こで組合が甲地労委にあっせんを申請 したので

ある.

 (ロ) 問題点 この事件では，このように労働条件の変更が紛争

のもとになっていて，それが労働組合結成の直接の契機になってい

る.そ のことは特別に新 しいことではない.し か しこの事件には，

いわゆる 厂文化の違い」が係わ っている節がある.そ うい う理由の

第1は ，雇用契約は交渉可能であるぺきだと外国人教師が審問の場

で証言 していることである.た とえば こういっている.「 契約の変

更の幾つかが不適切であると感 じました.そ れで契約条件が交渉可

能ではない，とい うことに心が乱 されました.」 と証言 して い る.
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臼本 で も，・た と えば 労 働 基 準 法2条1項 で 労 働 条 件 は 労使 で 対 等 決

・定 す べ き 旨を 定 め て い るが
， 労 働 者 の 受 け とめ 方 と して ， 労働 条 件

の 一 方 的 決 定 に 厂心 を乱 され 」 る とい う感 じ方 を す る も の か ど う

か ， こ の証 言 は建 前 を 述ぺ た も の とは 思xな い.こ の あた りに も，

カナ ダ ・ア メ リカ人 な い し欧 米 人 と 日本 人 との違 いが あ らわ れ て い

るの で は な い か ， と考 え るの で あ る.

 な お ，雇 用 契 約 は 交 渉 可 能 で あ るぺ きだ とい って い る こ とに 関連

し， ア メ リカの 場 合 に つ い て 次 の よ うに 述 べ て い る著 書 が あ る(松

浦 秀 明 ・米 国 さ ら り一 まん 事 情93頁).す なわ ち 「大 企業 … … で

は ， 通 常 ， 社 員 の 勤 務 評 定 が1年 ，1，2度 の 頻 度 で あ ります.そ

の 折 ，`上司 の評 定 に 同意 す るか 否 か ， 晶 応 話 合 い の 機 会 が あ り， こ

の 場 が 昇給 交渉 の 場 と もな ります ，」 と述 べ られ て い る.日 本 で も

人事 考 課 の さい に査 定 者 と被 査 定 者 とが 話 し合 った り， また 評 価 の

結 果 を 被 査定 者 に示 す 企 業 が あ る よ うで あ る.し か し， そ うい う企

業 で も， 「評 定Y'同 意 す るか 否 か 」 とか ， そ の場 を 「昇 給 交 渉 の 場 」

とす る よ うな こ とは な い の で は な か ろ うか.'

 文 化 の違 いが 紛 争 に 係 わ って い る と思 わ れ る理 由 の第2は ，人 事

考 課 の項 目に関 す る.，外 国人 教 師 に よ る と， そ こに は 「生 徒 の レベ

ルが 上 っ た と い う こ と は ど こ に・も 書 いて い な い」.ま た 前 述 の

”Dress Code
， Professional Conduct” の項 目に 関 して 学 校 か ら次

の よ うな説 明 ，す なわ ち 「ネ ク タイ や ドレス の柄 に派 手 な もの を選

ぶ な」， 「授 業 中 に イ ス に腰 か け るな」な どめ説 明が あ った とい う.

「これ らの こ とは 言 葉 を教 え る こ と と何 の関 係 もな い.」 と外人 教 師

は 反 撥 して い る (前掲 毎 日新 聞).私 の学 ん だ高 等 学 校 の英 語 の先

1生に ブ.ライ ズ(R.：H.・Blyth)と い うイ ギ リス 人(日 本 の俳 句 の研
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究 家 と して知 られ て い る》 が いた が ， イ ス ど ころ か 机 に 腰 か け て 教

え る こ とが しば しば あ った こ とを 想 い 出 す.先 生 は ， た とえ ぽ学 生

が 自動 車 の後 部 を ヒ ップ ・オ ヴ ・ザ ・カ ー と苦 し紛 れ に 表 現 した ら，

ヒ ッ プな どとい う(下 品 な)言 葉(～)は 英 語 に な い と冗談 を いわ れ

っ つ ，、キ チ ッ と した 英 語 を 教 えて 下 ざ った.』 そ ん な先 生 がoshiyi

を机 の上 に の せ て 学 生 に 対 され た の で あ る. ' 「'、

 も とへ 戻 って “Loyalty” とい う項 目に つ い て み る と， 結 局 ， 査

定 者 で あ る 「学 監 と仲 よ くす るか しな い か に よっ て ， それ が 決 ま る

の で ぽ な い か とい うお そ れ を い だ い て い た 」 とい う証 言 が あ る.前

記 ア メ リカの 人 事 考 課 に ふれ て い る 著 書 に よ る と， 「ア メ リカ の査

定 制 度 で も査 定 者 の主 観 的判 断 と感 清が 多 分 に入 り』こむ 余 地 が あ る

の は ・ い た し方 の な い こ と」(136頁)だ そ うで ， そ の た め に “teach.

er's pet”(先 生 に可 愛 が られ る子)に なろ ケと，ブ ラ ウ ン ・ノ ウズ

(ご ます り)を 生 み 出 す こ とが しば1しば あ る ・(X32頁)と い う.し か

し・査 定 項 目上 “Dress Code” とか “Loyalty” とい う種 類 の もの

は み られ る の で あ ろ うか.

 (2)『D外 国語 学 校 事 件

 (イ) 事 件 の概 要'外 国 人 英 語 教 師(ア メ リカ人)の 賃上 げ を め

ぐる あ っせ ん 申請 事 件 で あ る.

 (ロ) 問 題 点 D外 国 語学 校 で はC外 国語 学 校 と違 い， 雇 用 契 約

書 を 作 成 して い な か った.日 本 的 な の か も知 れ な いが ， そ こ に ひ と

つ の 問題 が あ る よ うに 思 う.も っと も， 甲地 労 委 の あ っせ ん の場 で

は そ の こ とは と くに 問題 に な っては い な い.な お ，C外 国 語 学 校 で

は 詳 細 な 雇用 契 約 書 を作 成 して お り，・紛 争 発 生 の 予 防 お よび 解 決 の

た め の轡 定 の措 置 が 講 じ られ て いた とい え る.， ，   N
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 さて，D外 国語学校事件で甲地労委のあっせんの場にあらわれた

アメリカ人は，自分たちの言い分を十分に(少 なくとも被申請人で

ある学校よ り少なくない時間をかけて)聞 いてもらい，後はあっせ

ん員の判断に委ねるという態度をとっていた ように思われる.こ の

事件で労働委員会が 「仲裁」でもしてくれるものと考えていたので

はないか.い うまでもなく，労働委員会による仲裁の制度も設けら

れている(労 働関係調整法29条 以下参照).し かし，それは任意仲

裁のみで，当事者の合意によらない，たとえぽ当事者の一方の申請

Y'よ る強制仲裁は定められていない.い ずれにせよ日本の労働委員

会による調整制度について誤解がなかったとはいえない.日 本人で

もあ りうることだが，十分に制度を理解 しておいてもらうことが必

要である.

 この事件はあっせん案受諾によって解決 したが(C外 国語学校事

件は自主解決による取 り下げ)， あっせん案をみると， その内容は

「足 して2で 割る」式のものではない.「足 して2で 割る」 というの

では欧米人にはわか り難いのではないか.そ れではアメリカ人たち

の納得を得ることができなかったのではないかと考える.

 次Y'言葉の問題がある.C外 国語学校事件の審問については，甲

地労委の負担において通訳が付けられたとい う.し かしD外 国語学

校事件のあっせんでは，アメリカ人たちと一緒にあらわれた組合員

である日本人英語教師が流暢な英語を話 した し，また組合役員も英

語が上手だったか ら通訳を別に用意する必要はな く，言葉の上では

とくに問題は生 じていない.な お，学校側は 日本人が対応 した.

 .しか し，一般的にいえば調整の場でも通訳を付けることが必要に

なることがあるであろう.そ の場合の通訳は，労使関係に通 じてい
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るYと が 望ましいことはい うまでもない.L久 しい以前，一Zロ モソ・

レヴィーソ(S・Levine)と い うイ リノイ大学やウィスコンシソ大

学で教鞭をとられ，日本の労使関係の研究家としても知 られた学者

の講演をきいたことがある.教 授は 日本語を自由に話せるのだが，

そのときは英語を使用 し，通訳が付いた.と ころが，私の隣 りで聞

いていた女性が，通訳のひと言ひと言に 「ちが う，ちが う」と小さ

な声で不満を洩 らしていたことを想い起す.調 整の場でば話 しが微

妙な内容で及ぶことがあるから，通訳を付ける場合には審問におけ

る以上に人選びに慎重であるべきだと考える.

III調 整 上の留意点

 以上述ぺたことのなかに，国際的な労使紛争調整上の留意点が含

まれていると思 う.ま とめてみると次のようになるであろう.

 ① 紛争の背後に何があるかを探るにあたって，文化の違いがな

いかに注意すること。

 ② 調整の場が労働委員会の場合，関係外国人に日本の労働委員

会制度を正しく理解 してもらうこと.

 ③ あっせん員が外国語に堪能なら問題ないが，そ うでない場合

は通訳を付けることも必要となる.そ の場合に通訳は労使関係の知

識をもっているひとが望ましいこと.

 〔付〕 なおジ本文で触れなかったが，在留期間から紛争の迅速な

解決が要求されることがある.た とえば外国人語学教師の場合，そ

の在留期間は3年 以内となっているが(入 管法施行規則2条3号) ，

実務上は1年 とされている.従 ってこの面か らも紛争の迅速な解決

が要請 されるので あ る.(も 、っとも，』紛争のある場合には一定の手
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続をとることによって在留期間を延長 してもらえるようである.)*

*本 稿は， さる研究会議で行な った 口頭報告に加筆 した ものであ る.
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